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お父
とう

さんの職業
しょくぎょう

は？ 

愛読書
あいどくしょ

は何
なに

？ 

 

３項目
こうもく

 採用
さいよう

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆採用
さいよう

面接
めんせつ

において 

会社
かいしゃ

には採用
さいよう

の方針
ほうしん

・基準
きじゅん

・決定
けってい

などの自由
じ ゆ う

が認
みと

められています。しかし、会
かい

 

社
しゃ

に採用
さいよう

の自由
じ ゆ う

があっても、求職者
きゅうしょくしゃ

の基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を侵
おか

すような採用
さいよう

の自由
じ ゆ う

まで 

が認
みと

められているわけではありません。 

就職
しゅうしょく

差別
さ べ つ

につながるおそれがあるような質問
しつもん

を受
う

けた時
とき

は、「そのような質
しつ

 

問
もん

にはお答
こた

えできません」と答
こた

えると共
とも

に、必
かなら

ず学校
がっこう

の先生
せんせい

に報告
ほうこく

しましょう。 

 

 

採用
さいよう

面接
めんせつ

時
じ

にこのような質問
しつもん

をされました。 

あなたならどうしますか？ 

このような質問
しつもん

は公正
こうせい

な採用
さいよう

選考
せんこう

に 

反
はん

する恐
おそ

れがあります！！ 

そのような質問
しつもん

に

はお答
こた

えできませ

ん。 
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在学中
ざいがくちゅう

は…                     卒業後
そつぎょうご

は… 

 

 

 

♦求人
きゅうじん

について 

高等
こ う とう

学校
がっこう

及
およ

び支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こ う と う ぶ

に在学中
ざいがくちゅう

は、まず先生
せんせい

に相談
そうだん

しましょう。特
と く

に、 

求人票
きゅうじんひょう

には記載
き さ い

のない「毎月
まいつき

の賃金
ちんぎん

」における「手取
て ど

り額
がく

」や「宿舎
しゅくしゃ

」など、

就職
しゅうしょく

にあたって知
し

りたい情報
じょうほう

は先生
せんせい

にたずねましょう。 

一方
いっぽう

、高校
こう こう

卒業後
そつぎょうご

はハローワークに相談
そうだん

しましょう。大学
だいがく

にはキャリアセンター

などの就職
しゅうしょく

支援
し え ん

もあります。大阪
おおさか

新卒
しんそつ

応援
おうえん

ハローワークのほか、若
わか

い人
ひと

が気軽
き が る

にいろいろな相談
そうだん

ができたり、履
り

歴
れき

書
し ょ

の書
か

き方
かた

や就職
しゅうしょく

活動
かつどう

の進
すす

め方
かた

などについ

て、セミナーや相談
そうだん

を受
う

けたりできるキャリア形成
けいせい

支援
し え ん

機関
き か ん

もあります。 

求人
きゅうじん

雑誌
ざ っ し

、就
しゅう

活
かつ

サイトなどのインターネット、家族
か ぞ く

や知人
ち じ ん

の紹介
しょうかい

などもあります。

それぞれの特徴
とくちょう

を知
し

って上手
じょうず

に利用
り よ う

しましょう。 

 

ハローワークに報告
ほうこく

 学校
がっこう

の先生
せんせい

に報告
ほうこく

 

「こんな質問
しつもん

はNG！」 

本人
ほんにん

に責任
せきにん

のない事項
じ こ う

 

①国籍
こくせき

・本籍
ほんせき

・出
しゅっ

生地
せ い ち

に関
かん

する事項
じ こ う

  

②家族
か ぞ く

に関
かん

すること（職業
しょくぎょう

、続
つづき

柄
がら

、健康
けんこう

状態
じょうたい

、地位
ち い

、学歴
がくれき

、収入
しゅうにゅう

、資産
し さ ん

など） 

③住宅
じゅうたく

状況
じょうきょう

に関
かん

すること（間取
ま ど

り、部屋数
へ や か ず

、住宅
じゅうたく

の種類
しゅるい

、近隣
きんりん

の施設
し せ つ

など） 

④生活
せいかつ

環境
かんきょう

・家庭
か て い

環境
かんきょう

などに関
かん

すること 

本来
ほんらい

、自由
じ ゆ う

であるべき事項
じ こ う

 

①宗教
しゅうきょう

に関
かん

すること ②支持
し じ

政党
せいとう

に関
かん

すること 

③人生
じんせい

観
かん

・生活
せいかつ

信条
しんじょう

などに関
かん

すること ④尊敬
そんけい

する人物
じんぶつ

に関
かん

すること 

⑤思想
し そ う

に関
かん

すること ⑥購読
こうどく

新聞
しんぶん

・雑誌
ざ っ し

・愛読書
あいどくしょ

などに関
かん

すること 

⑦労働
ろうどう

組合
くみあい

・学生
がくせい

運動
うんどう

など社会
しゃかい

運動
うんどう

に関
かん

すること 

職業
しょくぎょう

差別
さ べ つ

につながる恐
おそ

れのある質問
しつもん

事項
じ こ う
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４項目
こうもく

 これだけは知
し

っておきたいルール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働
ろうどう

条件
じょうけん

について、このように言
い

われました。 

あなたならどうしますか？ 

労働
ろうどう

条件
じょうけん

は面接
めんせつ

時
じ

に

説明
せつめい

したとおりです。 

書面
しょめん

で頂
いただ

け

ませんか？ 

 

請求
せいきゅう

しても、もらえない場
ば

合
あい

は… 

・労働
ろうどう

条件
じょうけん

についての会
かい

社
しゃ

側
がわ

の発言
はつげん

は、なるべくその場
ば

で一
ひと

つひ

とつメモに取
と

りましょう。 

・書面
しょめん

でもらえない場
ば

合
あい

は自
じ

分
ぶん

で作成
さくせい

して会社側
かいしゃがわ

に見
み

せ確認
かくにん

しま

しょう。（できればサインかハンコをもらう） 

「モデル労
ろう

働
どう

条
じょう

件
けん

通
つう

知
ち

書
しょ

」（厚
こう

生
せい

労
ろう

働
どう

省
しょう

HP） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujou

ken01/ 

・労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

監
かん

督
と く

署
しょ

に指
し

導
どう

を求
もと

めることも可
か

能
のう

です。 
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☆まず確認
かくにん

！ 働
はたら

くときの約束事
やくそくごと

（労働
ろうどう

契約
けいやく

、労働
ろうどう

条件
じょうけん

） 

 

○会社
かいしゃ

に雇
やと

われて働
はたら

くときには会社
かいしゃ

と約束
やくそく

を行
おこな

います。これを労働
ろうどう

契約
けいやく

といいま

す。口約束
くちやくそく

（口頭
こ う とう

）でもかまわないことになっていますが、約束
やくそく

内容
ないよう

をはっきりさ

せるため、できるだけ文書
ぶんしょ

でもらいましょう。 

 

○また、会社
かいしゃ

は人
ひと

を雇
やと

うときは次
つぎ

のことを文書
ぶんしょ

で示
しめ

さないといけません。 

①いつからいつまで、何
なん

時
じ

に出勤
しゅっきん

して何
なん

時
じ

までどこで何
なに

をするか、②休憩
きゅうけい

時
じ

間
かん

は何
なん

時
じ

からなのか、③休
やす

みは何
なん

曜
よう

日
び

なのか、④給
きゅう

料
りょう

をいくらもらえて、支
し

払
はらい

日
び

はいつか、⑤働
はたら

く期
き

間
かん

が決
き

まっている場
ば

合
あい

は更新
こうしん

（続
つづ

けること）があるのか、そ

の判断
はんだん

の基
き

準
じゅん

などです。口
く ち

約
やく

束
そ く

（口頭
こ う とう

）での説明
せつめい

だけでいいものもありますが、

大切
たいせつ

なことがらは文書
ぶんしょ

（「労
ろう

働
どう

条
じょう

件
けん

通
つう

知
ち

書
し ょ

」といいます）で示
しめ

さないといけませ

ん。 

 

○労働
ろうどう

契約
けいやく

（労
ろう

働
どう

者
しゃ

と会社
かいしゃ

との約
やく

束
そ く

内
ない

容
よう

）を会社
かいしゃ

が勝
かっ

手
て

に変
か

えることはできませ

ん。変
か

える場
ば

合
あい

は、お互
たが

いの合
ごう

意
い

が必
ひつ

要
よう

です。 

 

○会社
かいしゃ

は次
つぎ

のことを、性別
せいべつ

を理
り

由
ゆう

として差
さ

別
べつ

的
てき

な取
と

り扱
あつか

いをしてはいけません。 

  ①募集
ぼしゅう

・採用
さいよう

 ②配
はい

置
ち

・昇
しょう

進
しん

・降格
こうかく

・職
しょく

種
しゅ

変
へん

更
こ う

・パートへの身
み

分
ぶん

変
へん

更
こ う

など 

  ③福利
ふ く り

厚生
こうせい

 ④教
きょう

育
いく

訓
くん

練
れん

 ⑤定年
ていねん

・解
かい

雇
こ

・退
たい

職
しょく

勧
かん

奨
しょう

・労働
ろうどう

契約
けいやく

の更新
こうしん

の有無
う む

 

 

○学校
がっこう

に校則
こ う そく

があるように、会社
かいしゃ

でも働
はたら

くルールを決
き

めたものがあります。これを

就業
しゅうぎょう

規則
き そ く

といいます。１０人
にん

以
い

上
じょう

働
はたら

いている職
しょく

場
ば

では雇
やと

い主
ぬし

は就
しゅう

業
ぎょう

規
き

則
そ く

を作
つく

り、働
はたら

く人
ひと

がいつでも読
よ

めるようにしておく必要
ひつよう

があります。 

 

○自
じ

分
ぶん

がどういう約束
やくそく

（労働
ろうどう

条件
じょうけん

）で働
はたら

くのか、必
かなら

ず確認
かくにん

しましょう。 

 

 

 

 

ポイント！！ ― 労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

 ― 

労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう

とは労働者
ろうどうしゃ

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

に関
かん

して、最低限
さいていげん

の基
き

準
じゅん

を定
さだ

めた法律
ほうりつ

で

す。この法律
ほうりつ

の基
き

準
じゅん

に達
たっ

しない労働
ろうどう

条件
じょうけん

は無効
む こ う

（効力
こうりょく

がないこと）となり、労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう

で定
さだ

められている基
き

準
じゅん

が適用
てきよう

されます。 
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５項目
こうもく

 働
はたら

き方
かた

にもいろいろある？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろな働
はたら

き方
かた

 

A社
しゃ

求
きゅう

人
じん

票
ひょう

 

契
けい

約
やく

期
き

間
かん

：期
き

間
かん

の定
さだ

めあり。 

（令
れい

和
わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

～令
れい

和
わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

） 

就
しゅう

業
ぎょう

場
ば

所
し ょ

：・・・・・ 

業
ぎょう

務
む

内
ない

容
よう

：・・・・・ 

勤
きん

務
む

時
じ

間
かん

：・・・・・ 

基
き

本
ほん

給
きゅう

：・・・・・・ 

・・・：・・・・・・ 

B社
しゃ

求
きゅう

人
じん

票
ひょう

 

契
けい

約
やく

期
き

間
かん

：期
き

間
かん

の定
さだ

めなし。 

 

就
しゅう

業
ぎょう

場
ば

所
し ょ

：・・・・・ 

業
ぎょう

務
む

内
ない

容
よう

：・・・・・ 

勤
きん

務
む

時
じ

間
かん

：・・・・・ 

基
き

本
ほん

給
きゅう

：・・・・・・ 

期
き

間
かん

の定
さだ

めがあるのとないのと 

どうちがうんだろう。 

期間
き か ん

の定
さだ

めのない労働
ろうどう

契約
けいやく

（無期
む き

労働
ろうどう

契約
けいやく

）とは 

働
はたら

く期
き

間
かん

を定
さだ

めず、定年
ていねん

までの長
ちょう

期
き

雇
こ

用
よう

を前提
ぜんてい

として働
はたら

くものをい

います。 

 

期
き

間
かん

の定
さだ

めのある労
ろう

働
どう

契
けい

約
やく

（有期
ゆ う き

労働
ろうどう

契約
けいやく

）とは 

あらかじめ働
はたら

く期
き

間
かん

を「いつからいつまで」と決
き

めているものをいい

ます。 

有
ゆう

期
き

労
ろう

働
どう

契
けい

約
やく

で働
はたら

く場
ば

合
あい

であっても、5年
ねん

を超
こ

えて繰
く

り返
かえ

した場
ば

合
あい

は

無
む

期
き

労
ろう

働
どう

契
けい

約
やく

に転
てん

換
かん

できます。 
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○働
はたら

き方
かた

にもいろいろな種類
しゅるい

があります。 

◆労働
ろうどう

契約
けいやく

と請負
うけおい

・委
い

託
たく

契約
けいやく

の違
ちが

い 

会社
かいしゃ

に雇
やと

われて社員
しゃいん

として働
はたら

くときの約束
やくそく

は労働
ろうどう

契約
けいやく

といいますが、会社
かいしゃ

に雇
やと

われ

ず自
じ

営
えい

で働
はたら

く場
ば

合
あい

は、仕
し

事
ごと

を出
だ

す人
ひと

（発注
はっちゅう

者
しゃ

）と仕
し

事
ごと

を請
う

ける人
ひと

（受注者
じゅちゅうしゃ

）の関係
かんけい

に

なります。こういう約束
やくそく

を請負
うけおい

契約
けいやく

や委託
い た く

契約
けいやく

といいます。 

こうした契約
けいやく

では、「仕事
し ご と

の完成
かんせい

」に対
たい

して報酬
ほうしゅう

が支
し

払
はら

われ、受注者
じゅちゅうしゃ

は毎日
まいにち

の労
ろう

働
どう

時
じ

間
かん

の決
き

まりなどはありませんが、労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう

などの労働法
ろうどうほう

による保護
ほ ご

が受
う

けられま

せん。 

 

◆正規
せ い き

雇用
こ よ う

と非正規
ひ せ い き

雇用
こ よ う

の違
ちが

い 

○正規
せ い き

雇用
こ よ う

（正社員
せいしゃいん

、正
せい

規
き

社
しゃ

員
いん

、正
せい

職
しょく

員
いん

など） 

 働
はたら

く期
き

間
かん

が何月
なんがつ

何日
なんにち

までなどと決
き

まっておらず、定年
ていねん

までフルタイムで働
はたら

く、働
はたら

き方
かた

をいいます。 

○非正規
ひ せ い き

雇用
こ よ う

（契約
けいやく

社員
しゃいん

、パート、アルバイト、派
は

遣
けん

労働者
ろうどうしゃ

など） 

 正
せい

規
き

雇
こ

用
よう

以
い

外
がい

の働
はたら

き方
かた

をいいます。次
つぎ

の表
ひょう

で確認
かくにん

しましょう。 

○この表
ひょう

の説明
せつめい

は、よくある例
れい

を示
しめ

したものです。会社
かいしゃ

によっていろいろな呼
よ

び方
かた

があ

ります（法律
ほうりつ

で決
き

まっているのは「短
たん

時
じ

間
かん

労
ろう

働
どう

者
しゃ

」（パートタイマー）と「派
は

遣
けん

労働者
ろうどうしゃ

」

です）。 

契約
けいやく

社員
しゃいん

 

・契
けい

約
やく

期
き

間
かん

があらかじめ決
き

まっています（有
ゆう

期
き

労
ろう

働
どう

契
けい

約
やく

）。 

・契
けい

約
やく

期
き

間
かん

が満了
まんりょう

すると自
じ

動
どう

的
てき

に契約
けいやく

が終
しゅう

了
りょう

しますが、契約
けいやく

を

更新
こうしん

し、契
けい

約
やく

期
き

間
かん

が延長
えんちょう

される場
ば

合
あい

もあります。 

パートタイマー 

・労
ろう

働
どう

時
じ

間
かん

が正
せい

規
き

雇
こ

用
よう

より少
すく

ない人
ひと

です。 

・契
けい

約
やく

期
き

間
かん

が決
き

まっている場
ば

合
あい

もあります。 

・賃金
ちんぎん

は時
じ

給
きゅう

で決
き

まっていることが多
おお

いです。 

アルバイト 

・本
ほん

業
ぎょう

とは別
べつ

に収
しゅう

入
にゅう

を得
え

るため、一
いち

時
じ

的
てき

・季
き

節
せつ

的
てき

に働
はたら

きます。

学生
がくせい

アルバイトなどです。 

・パートタイム労働者
ろうどうしゃ

と同
おな

じように働
はたら

きます。 

派
は

遣
けん

社
しゃ

員
いん

 

・働
はたら

く人
ひと

は、人
じん

材
ざい

派
は

遣
けん

会
がい

社
しゃ

（派
は

遣
けん

元
もと

）との間
あいだ

で労働
ろうどう

契約
けいやく

を結
むす

び、

派
は

遣
けん

先
さき

の会社
かいしゃ

に行
い

ってその社員
しゃいん

の指示
し じ

で働
はたら

きます。 

・契
けい

約
やく

期
き

間
かん

が決
き

まっている場
ば

合
あい

と決
き

まっていない場
ば

合
あい

があります。 
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下
した

の      から適切
てきせつ

な言
こと

葉
ば

を選
えら

んで穴
あな

埋
う

めをしましょう！ 

 

Q1                  とは、雇
やと

い主
ぬし

が「雇
やと

います」、働
はたら

く人
ひと

が「働
はたら

きます」と

双方
そうほう

に合
ごう

意
い

することです。口
くち

約
やく

束
そく

（口頭
こうとう

）でも契約
けいやく

は成立
せいりつ

します。 

☛P11をチェック 

 

Q２ 労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう

とは、労働者
ろうどうしゃ

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

に関
かん

して、         の基
き

準
じゅん

を定
さだ

めた法律
ほうりつ

です。労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう

で定
さだ

められている基
き

準
じゅん

に達
たっ

しない労働
ろうどう

条件
じょうけん

を定
さだ

めることは認
みと

められず、その部
ぶ

分
ぶん

は      （効
こう

力
りょく

がないこと）となり、

労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう

で定
さだ

められている基
き

準
じゅん

となります。      ☛P11をチェック 

 

Q３                   とは、職
しょく

場
ば

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

や規
き

律
りつ

を統
とう

一的
いつてき

に定
さだ

めたも

の（ルール）です。                               ☛P11をチェック 
 

Q4 正
せい

規
き

雇
こ

用
よう

とは、一
いっ

般
ぱん

的
てき

に契
けい

約
やく

期
き

間
かん

の               労働
ろうどう

契約
けいやく

を結
むす

び、

定年
ていねん

まで働
はたら

くことを前提
ぜんてい

としています。 

   契約
けいやく

社員
しゃいん

や 、 パ ー ト タ イ マ ー な ど は 、 一
いっ

般
ぱん

的
てき

に 契
けい

約
やく

期間
き か ん

の 

               労働
ろうどう

契約
けいやく

を結
むす

ぶことが多
おお

いです。 

☛P13をチェック 

 

 

 

 

第
だい

2章
しょう

 まとめワーク 

無
む

効
こう

 / 就
しゅう

業
ぎょう

規
き

則
そく

 / 定
さだ

めのない / 労
ろう

働
どう

契
けい

約
やく

 / 最
さい

低
てい

限
げん

 / 定
さだ

めのある 
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